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労働法の概要 

 
第１章 労働法の役割 
労働契約は私法上の契約であるから、契約自由の原則により、その契約内容を

労働者と使用者の合意により自由に決定できるはずである。しかし、一般に労働

者は使用者に比べて交渉力や情報量の面で大きく劣位するため、労働契約につい

て契約自由の原則を貫徹すると、労働者が不利な契約内容を押し付けられること

になりがちである。そこで、労働法は、実質的な意味での契約の自由（さらには、

市場機能）を回復させるために、労働基準法や労働契約法、労働組合法などによ

り特別な法的規律を設けている。 
 労働法は、対象領域に着目して、雇用関係法、集団的労働法、雇用保障法に分

類することができる。以下では、雇用関係法と集団的労働法の概要を取り上げる。 
 
 
第２章 雇用関係法 
個々の労働者と使用者との間の雇用関係を規律する法律の総称である。代表的

なものとしては、労働基準法、労働契約法が挙げられる。これらは、労働条件の

最低水準を定めるとともに、基本的人権に関する規律や労働契約に関する基本的

ルールを定めている。 
 

１．労働契約の内容の規律（形成／補充） 

  労働条件は、労働契約の内容により決せられる。 
労働契約の内容を規律する代表的なものとしては、労使間の合意（労働契約

法 3 条 1 項・8 条）、就業規則（労働契約法 7 条本文・10 条本文）・労働協約（労

働組合法 14 条以下）・強行法規の一部（労働基準法 32 条等）が挙げられる。 
［図解］ 

            
労働条件に関する労働契約の内容 

 
 
   労使間合意   就業規則    労働協約   強行法規の一部 
 
これらの間には、優劣がある。 
①労使間合意・就業規則・労働協約は強行法規を下回ってはならないから、

「労使間合意・就業規則・労働協約 ≧ 強行法規」となる。 
②労使間合意は就業規則の水準を下回ってはならないから、「労使間合意 ≧

就業規則 ≧ 強行法規」となる。 
③労使間合意・就業規則は労働協約を下回ることも・上回ることもできない

から、労働協約は、労使間合意・就業規則に優先して、労働条件を労働者にと

って有利にも不利にも規律する（有利原則否定説）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかにも、労使慣行（民 92 条）と

信義則（民 1 条 2 項、労契 3 条 4

項）がある。 

 

 

 

 

 

厳密には、外部規律説からは、労働

協約は労働契約を外部から規律す

るにとどまる（契約内容の修正は伴

わない）。 

 

 

 

速修 322 頁 1（3）イ 
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２．雇用関係法における労働者・使用者の概念 

  例えば、労働基準法における労働者は、「職業の種類を問わず、事業又は事務

所に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい（労基 9 条）、これに当たる

かは、契約の形式ではなく、使用従属関係の有無を基準として判断される。 
  使用者は、原則として、労働者が労働契約を締結した相手方（雇用主）を意

味する。もっとも、黙示の労働契約や法人格否認の法理により、使用者概念が

元々の雇用主以外の者にまで拡張されることがある。 
 
３．就業規則 

（1） 意義 

労働契約の内容は、労使間合意により設定されるのが原則的な在り方であ

る（合意原則／労契 1 条・3 条 1 項）。 
しかし、多数の労働者に共通する労働条件（＝集団的労働条件）を統一的

に設定する必要性から、一定の手続・要件の下に、使用者が就業規則の新設

により労働者たちの労働契約の内容を一方的に規律することが許容されてい

る（労契 7 条本文）。 
要件は、①就業規則の実質的「周知」（労働者が知ろうと思えば知り得る状

態にしておくこと）と、②就業規則の「合理」性である（労契 7 条本文）。 
なお、一旦設けた就業規則を変更することで労働条件を労働者にとって不

利益に変更することも、「周知」・「合理」性を要件として、許容される（労契

10 条本文）。この場合の「合理」性は、労契法 7 条本文の「合理」性よりも

厳格に判断される。 
（2） 効果 

就業規則には、①労働契約の内容を規律（修正を含む）する契約内容規律

効と、②最低基準効（労契 12 条）。②により、就業規則を下回る労使間合意

は無効とされ、当該労使間の労働契約の内容が就業規則通りとなる。 
   なお、就業規則と異なる内容の労使間合意のうち、就業規則の内容よりも

労働者に不利益でないものは、就業規則に優先する（労契 7 条但書・8 条）。 
 
４．労働憲章・雇用平等 

（1） 労働憲章 

   労働基準法は、戦前みられた封建的な労働慣行を排除するために、各種の

規定を設けている。 
（2） 雇用平等 

憲法 14 条の平等原則の理念を実効あらしめるために、私人間の労働契約

についても、労使間の交渉力格差などにかんがみ、雇用平等を実現するため

の法的規律が設けられている。 
例えば、労働者の国籍・信条・社会的身分を理由とした労働条件の差別を

禁止する労働基準法 3 条、女性であることを理由とする賃金の差別を禁止す

る労働基準法 4 条、男女雇用機会均等法などが挙げられる。 

速修 8～24 頁 

 

 

 

 

 

 

 

速修 25～40 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①は契約内容補充効とも呼ばれる。 

 

 

労使間合意（個別的労働契約）で定

められている労働条件の不利益変

更の可否は、速修 29 頁 1（1）参照 

 

速修 41～43 頁 

 

 

速修 44～54 頁 
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５．雇用関係の成立 

（1） 募集・採用 

  労働契約は諾成契約であり（民 623 条、労契 6 条）、使用者による募集に

対して労働者が応募し、使用者が選考のうえ採用するという形をとることが

多い。 
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他

の労働条件を明示しなればならない（労基 15 条 1 項前段）。 
（2） 採用内定 

   採用内容の法的性質については、①入社までの労働契約の締結過程にすぎ

ず、当事者間に権利義務は発生しないとする見解、②卒業後に労働契約を締

結すべき旨の予約であるとする見解、③採用内定時に労働契約が成立すると

する見解がある。 
  採用内定の実態は多様であるため、採用内定の法的性質は、当該企業の当

該年度における採用内定の事実関係に即して判断されるべきであり、採用内

定の時点で、労使間において労働契約締結の確定的意思表示の合致があった

といえるのであれば、労働契約の成立が認められる。 
（3） 試用期間 

   入社後に労働者の職務能力・適格性を判断するという試用目的で、労働契

約に期間が設けられることがある。試用目的で付された期間は、特段の事情

のない限り、契約期間とは区別される試用期間である。 
 
６．労働契約上の権利義務 

（1） 基本的義務 

  ア．労働者の労働義務 

    労働者は、「使用者に使用されて」労働に従事する義務を負う（労契 2 条

1 項、6 条）。 
    労働者の労働義務の内容（「債務の本旨」の内容）は、使用者による適法

な指揮命令（労務指揮権の行使）によって形成される。 
    使用者の指揮命令権（業務命令）は労働契約を根拠とするから、その範

囲は労働契約の予定する範囲内に限定される。また、権利濫用法理（労契

3 条 5 項）にも服する。 
  イ．使用者の賃金支払義務 

    使用者は、労働契約に基づき、労働者に対して賃金を支払う義務を負う。 
    もっとも、具体的な賃金支払義務が生じるのは、原則として、労働者が

債務の本旨に従って労働義務を現実に履行したときである（民 624 条 1
項）。例外として、労使間合意・民法 536 条 2 項前段が挙げられる。 

（2） 付随義務 

 労働者は、信義則に基づく労働契約上の付随義務として、労働義務と直接

には関わらない領域においても使用者の利益侵害を避けるという義務を負

う。特に、秘密保持義務・競業避止義務が重要である。 

 

速修 55～60 頁 

 

 

 

 

 

速修 61～65 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

速修 66～70 頁 

 

 

 

 

 

速修 72～73 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正民法 624 条の 2 では、割合的

賃金請求権が新設された。 

 

速修 74～80 頁 
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７．人事 

人事とは、企業における労働者の組織づけや管理一般をいい、その内容は、

募集、採用、教育訓練、福利厚生、人事異動、懲戒処分、解雇その他の退職管

理など、きわめて多岐にわたる。 
  人事の一環として、昇格・昇進、降格、配転（企業内における勤務先又は職

務内容の変更）、在籍出向（出向元企業との労働契約関係を維持しつつ、出向先

企業の雇用管理に服し、その指揮命令に従い就労すること）、移籍出向（転籍：

出向元企業との労働契約関係を終了させ、出向先企業との間で新たなに労働契

約関係に入る）、休職（労働者に就労させることが適切でない場合に、労働契約

を存続させつつ労働義務を一時消滅させること）も重要である。 
 
８．労働基準法上の賃金 

労基法上の賃金には、平均賃金（労基 12 条）や割増賃金（労基 37 条）の算

定基礎として用いられたり、通貨払いの原則・直接払いの原則・全額払いの原

則・毎月一回以上定期払いの原則という労基法上の保護（労基 24 条 1 項）の対

象になるといった意味がある。 
労基法上の「賃金」の要件は、①支払主体が「使用者」であること、②「労

働の対償」として支払われるものであることである。 
②は緩やかに解されており、具体的労働に対応しない各種手当等であっても、

使用者が労働契約に基づいて支払義務を負うものであれば、②を満たすと解さ

れている。 
 
９．労働時間 

（1） 労働時間規制 

  1 日の労働時間は 8 時間、1 週間の労働時間は 40 時間までである（労基 32
条 2 項、1 項）。 

  労働時間の計算は、原則として、実労働時間（使用者が労働者を労働させ

た時間）を基準として、当該 1 日・1 週間ごとに行われる。もっとも、労働

時間の計算を柔軟に行える制度として、変形労働時間制（労基 32 条の 2・4・
5）、フレックスタイム制（労基 32 条の 3）、みなし労働時間制（労基 38 条の

2・3）がある。 
   当該事業場の過半数労働組合（これがない場合には過半数労働者）と書面

による労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署に届け出ることにより、

適法な労使協定の内容の範囲で、時間外労働をさせることができる（労基 36
条）。この意味で、労使協定には、労基法の労働時間規制を解除する例外創設

効果（違法性阻却効果）がある。 
（2） 割増賃金 

   法定時間外労働（さらには、法定休日労働・深夜労働）に対しては、労基

37 条 1 項及び割増賃金令並びに規則 21 条所定の割増率による割増賃金を支

払わなければならない。 

速修 81～107 頁 
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（3） 例外 
   労働時間・休憩・休日・深夜労働に関する労基法の規制の全部又は一部の

適用が除外される場合として、適用除外（労基 41 条）、高度プロフェッショ

ナル制度（労基 41 条の 2）、災害・公務の必要による場合（労基 33 条）、恒

常的例外（労基 40 条）がある。 
 
10．年次有給休暇 

使用者は、その雇入れの日から起算して 6 箇月間継続勤務し全労働日の 8 割

以上出勤した労働者に対して、10 労働日の有給休暇を与えなければならない

（労基 39 条 1 項）。 

 
11．年少者・女性の保護 

  年少者・女性の保護のために、労基上特別の規制が設けられている。 
 
12．育児・介護休業法 

  育児・介護休業法は、職業生活と家庭生活との調和（ワークライフバランス）

を実現するために、育児・介護のための休業等の措置を定めている。 
 
13．労働災害 

（1） 労災補償 

   労働災害（業務上の負傷・疾病・死亡）の救済を不法行為の規定に委ねた

場合における過失の立証責任や民事訴訟提起の負担から労働者を解放し、被

災労働者等の実効的な救済を図るために、労基法上の災害補償（労基 75 条以

下）、さらには労災保険法上の労災保険制度が設けられている。 
   補償・給付の対象となる負傷・疾病・死亡は、「業務上」生じたもの、すな

わち業務に内在する危険が現実化したものに限られる。 
（2） 安全配慮義務 

   労働契約法 5 条は、労働契約に基づく労務の管理支配という特別な社会的

接触関係を実質的根拠として、使用者の労働者に対する安全配慮義務を定め

ている。 
 
14．懲戒 

懲戒は、労働者の企業秩序違反行為を理由とする制裁罰である。これには、

けん責・戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇がある。 
①懲戒権の具体的な行使が許容されるためには、懲戒の種別・事由を明定す

る（合理的な）就業規則の規定の存在（労基 89 条 9 号）とその周知が必要とさ

れる（労契 7 条本文）。 
②懲戒は、懲戒権濫用法理（労契 15 条）に服するから、「客観的に合理的な

理由」（＝就業規則上の懲戒事由該当性）と「社会通念上相当である」こと（処

分の均衡・適正手続など）が要求される。 
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15．雇用関係の終了（解雇以外） 

雇用関係の終了原因には、解雇のほかに、合意解約、辞職（労働者の単独行

為）、定年制（のうち、定年年齢到達を無期労働契約の終了事由として合意する

もの）、当事者の消滅等がある。 
 

16．解雇 

（1） 意義 

   解雇とは、使用者からの一方的な意思表示により労働契約を将来に向けて

解約することをいう。 
  民法上は、無期労働契約においては、使用者側に解雇の自由が認められて

いる（民 627 条 1 項）。もっとも、解雇の自由が労働者に及ぼす不利益が退

職の自由が使用者に及ぼす不利益を凌駕するため、解雇には、解雇理由の制

限（労基法ほか各種法令）、解雇禁止期間の規制（労基 19 条）、解雇予告制度

（労基 20 条）、解雇理由の証明（労基 22 条）および解雇権濫用法理（労契

16 条）という規制が設けられている。 
  有期労働契約の中途解約については「やむを得ない事由」（労契 17 条 1 項、

民 628 条）が要求される。有期契約労働者には定められた期間中の雇用継続

が保障されるから、「やむを得ない事由」は、労契法 16 条の要件よりも厳格

に解釈される。 
（2） 解雇権濫用法理 

   解雇には、①「客観的に合理的な理由」と②「社会通念上相当である」こ

とが要求される（労契 16 条）。 
   ①では、解雇の最後の手段の原則に従い、就業規則上の解雇事由該当性が

厳格に判断される。 
②では、解雇が労働者に均衡を失するほどの不利益を及ぼすものでないこ

とを中心としつつ、使用者の不当な動機・目的、解雇手続も考慮される。 
 
17．非正規雇用 

  以下では、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者を取り上げる。 
（1） 有期雇用労働者 

  ①中途解約の制限 

有期労働解約の中途解約には「やむを得ない事由」が必要であり（労契 17
条 1 項、民 628 条）、これは労契法 16 条の要件よりも厳格に解釈される。 

  ②無期労働契約への転換申込権 

複数の有期労働契約の通算契約期間が 5 年を超える労働者は、現に締結し

ている有期労働契約の期間満了日までに転換申込権（形成権）を行使する

ことで、当該満了日の翌日から労務が提供される労働契約を無期労働契約

に転換させることができる（平成 24 年改正労契 18 条）。 
  ③雇止めの判例法理の明文化 

有期労働契約の期間満了後における黙示の更新の成立（民 629 条 1 項）を

速修 214～221 頁 
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整理解雇（余剰人員削減のための解

雇）・変更解約告知（労働条件変更

の手段としての解雇）については、

各々の特殊性を踏まえて解雇権濫

用が審査される。 

 

 

速修 244～272 頁 
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労働契約の期間は通算契約期間に

算入しない。 
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妨げるために、使用者が更新拒絶の通知（「異議」）をすることがあり、こ

れを雇止めという。平成 24 年改正労契法 19 条により、従来の雇止めの判

例法理が明文化され、①労働者が期間満了日まで又は期間満了後遅滞なく

有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、③期間の定めが形骸化

して無期契約と実質的に異ならない状態に至っているか、又は契約更新へ

の合理的期待が認められるときには、③更新拒絶について「客観的に合理

的な理由」と「社会通念上」の「相当」性がない限り、使用者は従前の有

期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で①の申込みを承諾し

たものとみなされることとなった。 
  ④待遇についての不合理な相違・差別的取扱いの禁止 

   平成 24 年労契法改正により、有期契約労働者と無期契約労働者の間にお

ける不合理な待遇の相違を禁止する規定が新設された（旧労契 20 条）。そ

の後、平成 30 年改正により、パートタイム労働法が短時間・有期雇用労働

法に改題されたことに伴い、労契法 20 条が削除され、有期雇用労働者の労

働条件の不合理な相違の禁止が短時間・有期雇用労働法 8 条に統合された。

さらに、通常の労働者と同視すべき有期契約労働者の待遇についての差別

的取扱いも禁止されるに至った（同法 9 条）。 
（2） 短時間労働者 

   平成 30 年改正前は、旧パートタイム労働法が、短時間労働者（パートタイ

マ―）と通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を目的として、短時間

労働者のみを適用対象としていた。 
   平成 30 年改正により、旧パートタイム労働法が短時間・有期雇用労働法に

改題され、短時間・有期雇用労働法が、短時間労働者・有期雇用労働者と通

常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を目的として、短時間労働者と有

期雇用労働者の双方を適用対象とするに至った。 
   同法 8 条は、短時間労働者（及び有期契約労働者）の待遇について、当該

待遇に対応する通常の労働者との間で不合理な相違を設けることを禁止して

いる。 
   同法 9 条は、通常の労働者と同視すべき短時間労働者（及び有期契約労働

者）の待遇について、通常の労働者と比較して差別的取扱いをすることを禁

止している。 
（3） 派遣労働者 

労働者派遣とは、①自己の使用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、

②他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、

当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約するものを含ま

ない（労働者派遣法 2 条 1 号）。 
   許可制（派遣 5 条）、派遣可能期間（派遣 40 条の 2・3）、派遣元における

不合理な待遇の相違の禁止（派遣 30 条の 3 第 1 項）・差別的取扱いの禁止

（派遣 30 条の 3 第 2 項）、派遣先における直接雇用申込みみなし制度（派遣

40 条の 6）といった規定が重要である。 
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第３章 労働組合法 

 

１．労働組合法の意義 

強行法規・就業規則の最低基準を超える労働条件の実現は、労使間の交渉に

委ねられている。 
ところが、労働者個人では使用者と対等な交渉を行うことは困難であり、労

働者は労働組合を組織して集団的な交渉を行うことで、はじめて使用者と対等

な立場での交渉を実現できるようになり、最低基準を超える労働条件の実現へ

の道筋が開かれる。 

そこで、憲法 28 条は、団体交渉による労働条件の対等な決定と団体交渉の

助成を基本目的として、最低基準を超える労働条件の実現を目指して行われる

労働者による団体交渉とそのための団結・団体行動を保障している。 
これを受けて労働組合法は、憲法 28 条の保障内容を具体化するために、団

体交渉を有利に進める手段である争議行為（団体行動の一部）について、刑事・

民事責任の免責（労組 1 条 2 項、8 条）を規定するとともに、使用者による労

働基本権侵害行為を一定の要件の下に不当労働行為として禁止し（労組 7 条）、

さらに不当労働行為に対する実効的な救済を図るために労働委員会による救済

制度（労組 27 条以下）も設けている。これらに加えて、労働組合法は、使用者

と労働組合との団体交渉を経て締結されるに至った合意内容の実効性を確保す

るために、労働協約に規範的効力という特別の効力を認めている（労組 16 条）。 
 

２．労使関係の当事者 

  労組法の「労働者」（労組 3 条）には、労働契約によって労務を提供する者の

みならず、これに準じて団体交渉助成のための労組法の保護を及ぼすべき必要

性・適切性が認められる労務提供者も含まれる。 
  労組法の「使用者」は、一般に、雇用主を意味するが、不当労働行為制度（労

組 7 条）の目的に照らし、労働契約関係に隣接ないし近似する関係の一方当事

者にまで拡張されている。 
  労組法の「労働組合」（同法 2 条）は、労働者主体性・自主性・目的（労働者

の経済的地位の向上）・団体性の 4 要件を満たす必要がある。不当労働行為に

ついて労働委員会による救済命令の申立てをするためには、労組法 5 条 2 項の

民主性要件も満たす必要がある。 
 
３．労働組合の運営 

  …略… 
 
４．団体交渉 

労働組合がその代表者を通じ、使用者との間で労働条件その他の労働者の待

遇または集団的労使関係の運営に関する事項について交渉をすることをいう。 
強行法規・就業規則の最低基準を超える組合員の待遇の実現を目指して行わ
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れることが多い。 
憲法 28 条では「勤労者」の団体交渉権が憲法上の権利として保障されてお

り、これを受けて、労組法 7 条 2 号では、「使用者が雇用する労働者の代表者

と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を不当労働行為として

禁止している。 
 
５．労働協約 

（1） 意義 

  労働協約とは、労働組合と使用者（又は使用者団体）との間の労働条件そ

の他に関する合意であって、書面が作成され、両当事者が署名又は記名押印

したものである（14 条）。 
（2） 効力 

  ア．規範的効力 

    協約内容のうち、締結組合の組合員の「労働条件その他の労働者の待遇

に関する部分」（＝規範的部分）には、規範的効力が認められる（労基 16
条）。したがって、組合員・使用者間の労働契約の内容である労働条件は、

協約内容通りに規律（修正を含む）される（有利原則肯定説が前提）。  
    労働協約の性質は契約であるから、本来であれば契約当事者である締結

組合にしかその効力が生じないはずであるが、労組法 16 条により政策的

に与えられた特別の効力である規範的効力が所属組合員にも及ぶ。 
    規範的効力の主観的範囲は原則として協約締結組合の所属組合員に限ら

れるが、例外的に拡張されることがある（労組 17 条・18 条）。 
  イ．債務的効力 

    規範的効力とは異なり、協約当事者である労働組合と使用者との間にお

いて生じるものであり、これは契約の効力として認められるものである。 
協約内容のうち、集団的労使関係の運営に関する部分については、規範

的効力は生じないが、債務的効力が認められる。 
 
６．争議行為 

  集団的労務不提供（ストライキ・怠業）を中心とした概念である。 
憲法 28 条により、労使の実質的対等の下で団体交渉を機能させるための手

段として、労働者の争議権が保障されている。 
これを受けて、労組法では、「労働組合」による「正当」な争議行為について、

民事免責（労組 8 条）・刑事免責（労組 1 条 2 項）の対象にするとともに、こ

れを理由とする組合員に対する不利益な取扱いを不当労働行為として禁止して

いる（労組 7 条 1 号本文前段）。 
   
７．組合活動 

  組合活動とは、争議行為以外の労働組合の諸活動をいう。 
労組法では、「労働組合」による「正当」な組合活動について、刑事免責（労
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組 1 条 2 項）の対象にするとともに、これを理由とする組合員に対する不利益

な取扱いを不当労働行為として禁止している（労組 7 条 1 号本文前段）。労組

法 8 条では民事免責の対象行為として組合活動が挙げられていないが、同条は

憲法 28 条の私人間効力の確認規定であるから、組合活動にも民事免責が及ぶ

と解される。 
組合活動権は、争議権のように使用者の業務を阻害することを認められる権

利ではない。したがって、組合活動は、原則として、①労働義務違反、②施設

管理権侵害、③誠実義務違反のいずれも伴わない態様で行われる必要がある。 
 
８．不当労働行為制度 

（1） 意義 

労働組合法は、使用者による労働基本権侵害行為が行われた場合に、これ

を除去・是正するとともに、そうした侵害行為のない対等・公正な集団的労

使関係を将来に向けて形成することを目的として、不当労働行為制度を設け、

使用者による一定の労働基本権侵害行為を禁止する（7 条）とともに、労働

委員会（行政機関）による特別の救済制度（27 条以下）を定めている。 
（2） 不当労働行為の類型 

   労組法 7 条各号の不当労働行為のうち、不利益取扱い（労組 7 条 1 号本文

前段）、団体交渉拒否（同条 2 号）、支配介入（同条 3 号）が重要である。 
  ア．不利益取扱い 

    要件は、①「労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、

若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をし

たこと」、②「使用者」による①「の労働者」に対する「不利益な取扱い」、

③②が①の「故をもって」なされたこと（不当労働行為意思）である。 
イ．団体交渉拒否 

  要件は、「使用者」が労働組合による「団体交渉」（義務的団交事項を交

渉事項とするものに限る）を「正当な理由」なく「拒むこと」である。 
ウ．支配介入 

支配介入とは、「労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支

配し、若しくはこれに介入すること」（3 号本文前段）であり、これは、労

働者・労働組合の自主的活動を妨げ、労働組合を弱体化する行為全般を指

す概念である。 
要件は、①労働組合の結成・運営に対する「支配」又は「介入」となる

行為（支配介入行為）と、②使用者の支配介入の意思である。 
（3） 労働委員会の救済命令 

   救済命令の内容について、労働委員会の裁量（行政裁量）が認められる。 
   この裁量権はおのずと広きにわたることになるが、正常な集団的労使関係

の回復・確保を図るという不当労働行為制度の趣旨・目的に由来する一定の

限界があり、救済命令は、不当労働行為の被害の救済としての性質を持つも

のでなければならない。 
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